
 

 

 

 

 

 

 

職員の懲戒処分について 

 

 

 

下記のとおり本日付けで職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 被処分者 港営部係長（４３歳 男性） 

２ 処分内容 減給１０分の１ ２月 

３ 事件の概要 
令和５年２月１８日（土）未明、自宅に立ち入った警察官に対し、職

務の執行を妨害したもの。 

４ 処分年月日 令和５年３月２７日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月２７日 

【お問合せ先】 
名古屋港管理組合総務部職員課 
担当 吉野、山川  
ＴＥＬ ０５２-６５４-７８４５ 


